
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■ 親族後見人等からの相談対応 

    後見等業務において、疑問や不安なことがあれば電話やメール、来所等でご相談に応じます。 

     電 話： 045-201-2088 

     メール： ansin-c@yokohamashakyo.jp 

 

■ 親族後見人等向け講習会、個別相談会の開催 

   親族後見人としての役割等を学ぶ機会として、講習会を開催しています。 

後見等業務を行う専門職による個別相談会も行っています。 

  ＊日時等詳細は、当センターのホームページをご確認ください。 

 

よこはま成年後見推進センターは、成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関として、横

浜市における権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築を目的に、各種事業を実施しています。 

よこはま成年後見推進センター 検索 

①  広報：制度の周知・啓発             ② 相談：相談支援機関や支援チームのバックアップ 

③ 利用促進：申立支援や後見人等受任調整   ④ 後見人支援：親族後見人や市民後見人等の支援 

⑤ 不正防止：後見人等に関する苦情受付 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な後見業務 留意事項 

① 財産管理 

・本人名義の財産を管理 

・財産処分は必要最低限の範囲 

・収支は金銭出納帳で都度記録 

＊ 後見事務費(面会時の交通費、郵券代等)は、本人の財産から支出可能 

＊ 報酬は、年１回の事務報告と合わせて別途申立てが必要 

＊ 居住用不動産の処分は、事前に家庭裁判所の許可が必要 

② 訪問、面会 (同居の場合を除く) 

・本人の様子や体調を把握する 

・生活環境の変化の確認 

・訪問時に生活費等を渡す 

＊ 随時ケアマネジャーや計画相談等、支援者と情報共有 

支援者の訪問日に合わせて、定期訪問している例もあります。 

＊ 介護、福祉サービス利用が必要な場合、下記の相談支援機関に相談 

・区役所 高齢・障害支援課     ・地域包括支援センター(高齢) 

・基幹相談支援センター(障害) 

③ 各種契約 

・介護、福祉サービスの利用契約 

・サービス提供状況の確認 

・入院申込等の契約 

＊ 契約締結後は、本人に適切なサービス等が提供されているか、 

支援者とのやり取りや、支援チームの会議の参加を通じて確認します。 

＊ 後見人は医療同意の権限はなく、身元引受人や保証人にもなれません。 

④ 相続が発生した時 

・原則、法定相続分を確保する 
＊ 本人と後見人が共に相続権がある場合、特別代理人の申立てをします。 

日々の後見業務（報告書作成基準日の翌日～作成基準日の１年単位 ） 
・財産管理  ・訪問  ・各種契約等手続き ・サービス利用の調整 

・支援者とのやり取り、権利擁護支援チーム会議の参加 など 

 

 
家庭裁判所に報告 
■後見事務報告書 

■財産目録 

＊報酬を請求する場合 

■報酬付与申立書 

■報酬付与申立事情説明書 

１年間の後見業務やご本人の

様子、財産等の変化をまとめ、

家庭裁判所に提出します。 

 

１年単位で家庭裁判所に後見業務を報告します。その業務を毎年繰り返します。 

後見業務や事務報告等で迷ったら、よこはま成年後見推進センターにご相談ください。相談内容によって、必要な関係機関等もご案内します。 

よこはま成年後見推進センター   電話 ０４５-２０１-２０８８ 

 

＊後見事務計画書提出後 

＊ 事務報告書類の作成で迷った

ら、家庭裁判所またはよこはま

成年後見推進センターまでご

相談ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月版 

よよここははまま成成年年後後見見推推進進セセンンタターー  

〒231-8482 横浜市中区桜木町１丁目１番地 横浜市健康福祉総合センター９階 

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 横浜生活あんしんセンター内 

☏045-201-2088  FAX：045-201-9116  E-mail：ansin-c@yokohamashakyo.jp 

開所日時：月～金曜日 ９時～17時 （土・日曜日、祝日、年末年始はお休み） 

URL： https://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken/ 

  

■ 法的課題が生じた場合 

後見業務の中で、被後見人等に法的課題(債務整理、消費者被害等)が生じた際に、下記の弁 

護士相談を行っております。 

 

横浜生活あんしんセンター専門相談【１時間・無料】 

「高齢者・障害者の方々の権利を守るための弁護士相談」(毎週木曜日、予約制) 

法律的な整理や対応方法等の助言を行います。 

案件に対し１回限りの利用です。 

※相談を受けた弁護士が解決したり、その場で受任したりするものではありません。 

問合せ：横浜生活あんしんセンター  電話：045-201-2009 

  

■ 後見人等の辞任(交代)、追加選任 

親族後見人の活動が続けられなくなり、辞任(交代)や追加選任する場合は、家庭裁判所に申 

立てが必要になります。その中で候補者を見つけること、どのように選ぶか迷われた時は、よこはま成

年後見推進センターにご相談ください。各専門職団体や法人後見団体の窓口や、適任な候補者

を検討する成年後見人等候補者調整会議(※)の案内等、ご相談に応じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※)成年後見人等候補者調整会議について 

  本人にとって一番ふさわしい後見人等候補者を公式な会議で選定します。申立て前にご本人

と候補者が面談を行い、本人が納得の上で申立てを進めることができます。 

成年後見人等の候補者紹介 

本人に適切な後見人等を選ぶ支援として、第三者後見人

（弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士・法人後見・市

民後見）の特徴をまとめたリーフレットを作成しています。それ

ぞれの問合せ先を掲載しています。 


